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退職勧奨に関する通知書
　
　本書面は、〇〇さんに関する退職勧奨についてお伝えするものです。

　〇〇さんは、従前から弊社の方針について意見の相違があるとのことでで、しばしば会社や同僚とも軋轢を起こしてきました。弊社は、可能な範囲で〇〇さんに配慮した職場環境を整備してきた所存です。もっとも〇〇さんにおいては、それでも現状において弊社の対応に御不満があるようです。
　弊社では、これ以上〇〇さんの能力を十分発揮していただけるだけの環境を用意することができません。このまま勤務していただくことは、〇〇さんにとって成長の機会を失い、ますます孤立化し、望まない職業生活になるものと思料します。
　そこで弊社は、本書面にて令和８年〇月〇日付の退職を提案させていただきます。同退職に応じていただける場合には、以下の条件を考えております。

1． 特別退職金の支給
弊社には退職金規程はありませんが、貴殿の再出発を支援させていただくために、特別に退職金として〇万円をお支払いします。
2． 有給休暇の買取り
令和８年〇月〇日までに消化できない日数分につきましては、1日〇万円にて最後の給与に上乗せして支払います。
3． 就労免除
令和８年〇月〇日までの間は就労を免除し、再就職の時間に充てていただいて構いません。その間も給与は満額支給します。
4． 雇用保険は会社都合
退職勧奨で退職した場合は合意解約になりますが、雇用保険の離職票は会社都合扱いになり、原則給付制限期間がかかりません。


　もしご同意いただける場合は、上記条件を書面化した合意書を作成いたします。
　なお本提案は、退職勧奨であって解雇ではありません。そのため最終的な判断は、〇〇さんの御意向次第です。つきましては退職に応じていただくことの是非について令和８年〇月〇日を目途に御回答いただけると幸甚です。
以上
